
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　諸収入　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

延30件 延30件 延30件

80件

延30件

80件 82件 達成

達成

合計 4,237 3,613 5,433

Ｈ２４
H25

目標

現況

（見込）
目標 成果 達成状況

824

看護職員の就労環境改善事業看護職員の就労環境改善事業看護職員の就労環境改善事業看護職員の就労環境改善事業
担

当

課

部局 健康福祉部

３　医療従事者の養成・確保 実施期間 H２３ ～

項目

相談件数

派遣件数

H25

（当初） （決算） （当初）

事業番号 04 03 34 事業改善シート （２４年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検

事　業　名

6-1　健康で長生きできる地域づくり

○勤務に関する相談件数８０件

○アドバイザー派遣件数　延べ３０件

　多様な勤務形態に対応するため、勤務環境改善の相談窓口を設置し、医療機関等へアドバイザーを派遣して、看護職員の働きやすい

就労環境を整える。

○ 看護職員は夜勤勤務をはじめ、勤務形態が複雑なため、平成23年度には「看護の雇用の質の向上について」の通知が厚生労働省か

ら発出されるなど勤務環境改善の必要性が高い。

成果目標の達成状況

152 684

0

目指す姿

現状

課・室 医療推進課

＜参考＞

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail iryo@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

県が関与

する理由

□法令等義務 □内部管理 ■県でなければ実施不可　【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 ・看護師等の人材確保の促進に関する法律

・看護の雇用の質の向上について（厚生労働省通知）

・看護職員確保対策事業等実施要綱（国）　他□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

医療機関へアドバイザーを派遣 644

就労環境改善研修事業 直接

総合相談窓口設置事業 直接

勤務環境等に関する相談窓口を設置し、出張相談を

実施

3,593 3,461 3,925

5,433

80件

アドバイザー派遣事業 直接

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H24事業実績

H24

4,230 4,237 5,433

補正予算

4,230 4,237合計（A) 0

0 0 0 0

予

算

額

前年度繰越

当初予算

5,419

14

2,472 3,613

概　算

人件費

0.10 0.10 0.10

0

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 22年度 23年度 24年度24年度24年度24年度 25年度

Aの

財源

4,230 4,237

826 826 826

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　□ 事業を実施しない　　　　　□ 事業を見直して実施　　　　　■ 事業を現行どおり実施

　多様な勤務形態の導入など就労環境の改善は、看護人材の確保・定着に欠かせないため、事業を継続していく。

目標に対

する成果

の状況

　看護職員の確保・定着のため、多様な勤務形態の導入など勤務環境改善について、成果目標件数を上回る電話相談や出張相談を受

けるとともに、アドバイザーを派遣した。

 概算事業費（B（A）+C） 0 3,298 4,439 6,259


